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(57)【要約】
【課題】ＳＰＥＣＴやＰＥＴに使用することができ、「
コンプトン散乱」したガンマ線に関する情報を合算し再
構築することでガンマ線の検出感度を飛躍的に高め、被
検者に投与する放射性物質の量を低減し、放射線被ばく
量のおそれを大幅に低減することができるガンマ線検出
器とガンマ線再構築方法を提供する。
【解決手段】被検体から放出されるエネルギー領域のガ
ンマ線１に対して、吸収確率の高い吸収物質からなる吸
収用シンチレータ１２と、コンプトン散乱の確率の高い
コンプトン散乱物質からなるコンプトン散乱用シンチレ
ータ１４と、２種のシンチレータにおいて同時計測した
ガンマ線のエネルギー吸収量を合算し被検体から放出さ
れたガンマ線を再構築するエネルギー検出装置１６とを
備える。２種のシンチレータ１２，１４は、ガンマ線１
の全エネルギーを吸収又はコンプトン散乱するように、
多層に配列されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体から放出されるエネルギー領域のガンマ線に対して、吸収確率の高い吸収物質か
らなる吸収用シンチレータと、
　前記ガンマ線に対して、コンプトン散乱の確率の高いコンプトン散乱物質からなるコン
プトン散乱用シンチレータと、
　前記２種のシンチレータにおいて同時計測したガンマ線のエネルギー吸収量を合算し被
検体から放出されたガンマ線を再構築するエネルギー検出装置を備え、
　前記２種のシンチレータは、前記ガンマ線の全エネルギーを吸収又はコンプトン散乱す
るように、多層に配列されている、ことを特徴とするガンマ線検出器。
【請求項２】
　前記吸収用シンチレータとコンプトン散乱用シンチレータは、同一面内及び積層方向に
おいて、交互に又はランダムに配置される、ことを特徴とする請求項１に記載のガンマ線
検出器。
【請求項３】
　前記コンプトン散乱物質は、炭素分子と水素分子からなる質量数の小さい有機材料であ
る、ことを特徴とする請求項１に記載のガンマ線検出器。
【請求項４】
　前記エネルギー検出装置は、吸収用シンチレータと光学的に結合し該吸収用シンチレー
タの発光量を検出する吸収発光量検出器と、
　コンプトン散乱用シンチレータと光学的に結合し該コンプトン散乱用シンチレータの発
光量を検出するコンプトン散乱発光量検出器と、
　前記各発光量から同一のガンマ線によるエネルギー量を演算する演算装置とからなる、
ことを特徴とする請求項１に記載のガンマ線検出器。
【請求項５】
　前記コンプトン散乱発光量検出器は、コンプトン散乱用シンチレータの所定面に所定間
隔で光学的に配列された複数の光量検出器からなり、
　前記演算装置は、前記複数の光量検出器の光量分布から、ガンマ線の入射位置を演算す
る、ことを特徴とする請求項４に記載のガンマ線検出器。
【請求項６】
　被検体から放出されるエネルギー領域のガンマ線に対して、吸収確率の高い吸収物質か
らなる吸収用シンチレータと、コンプトン散乱の確率の高いコンプトン散乱物質からなる
コンプトン散乱用シンチレータとを、ガンマ線のエネルギーを吸収又はコンプトン散乱す
るように多層に配列し、前記２種のシンチレータにおいて同時計測したガンマ線のエネル
ギー吸収量を合算して被検体から放出されたガンマ線を再構築する、ことを特徴とするガ
ンマ線再構築方法。
【請求項７】
　前記コンプトン散乱用シンチレータの所定面に光学的に配列された複数の光量検出器を
取り付け、該複数の光量検出器の光量分布から、ガンマ線の入射位置を演算する、ことを
特徴とする請求項６に記載のガンマ線再構築方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の背景】
【０００１】
発明の技術分野
　本発明は、核医学診断装置に係り、さらに詳しくは、ＳＰＥＣＴやＰＥＴに使用するガ
ンマ線検出器とガンマ線再構築方法に関する。
【０００２】
関連技術の説明
　ガンマ線検出器は、放射線検出器であり、核医学診断において患者に与えられた放射性
医薬品から放出されたガンマ線（γ線）を測定する装置である。
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　従来の放射線検出器は、コリメータ、ＮａＩ（ヨウ化ナトリウム）、及びＰＭＴ（光電
子増幅管）が積層配置されたものであり、平行な細穴を開けた鉛製のコリメータによって
、穴の方向から来たガンマ線だけがＮａＩの単結晶に到達し、そこでガンマ線のエネルギ
ー付与に比例した強さの蛍光を発し、この光をＰＭＴで検出し、ガンマ線の強度と位置を
検出するものである。
【０００３】
　ＳＰＥＣＴは、シングルフォトンＥＣＴの略（ＥＣＴは、断層像撮影装置の意）であり
、シングルフォトン核種を用い、患者の周囲各方向からのシンチグラム（放射線検出器の
検出画像）を作成し、これから放射線医薬品の横断断面分布を求める装置である。
　また、ＰＥＴ（陽電子放射線断層撮影装置）は、ポジトロンＥＣＴの略であり、崩壊時
に陽電子（ポジトロン）を放出する放射性同位元素を用い、陽電子が電子と結びつく際に
反対方向に飛び出した２個の光子（フォトン）を、２個の検出器で次々と検出して、ガン
マ線の入射方向を求め、断層像を作成する装置である。
【０００４】
　上述したＳＰＥＣＴやＰＥＴに使用する放射線検出器に関して、例えば特許文献１，２
が既に提案されている。
【０００５】
　特許文献１の発明は、放射線収集効率や空間分解能を低下させることなく、エネルギー
分解能を向上させ、これによりＰＥＴ装置としての性能を保持しつつＳＰＥＣＴ装置とし
ての性能を向上させたＳＰＥＣＴ／ＰＥＴ兼用装置を目的とする。
そのため、この発明では、図１に示すように、放射線検出器５１、５２が、放射線入射面
５１ａ、５２ａ側に配置され、シングルフォトンに起因して放出された１４０ｋｅＶのエ
ネルギーを有するガンマ線を吸収して検出する半導体検出器ユニット５３ａ、５３ｂと、
半導体検出器ユニット５３ａ、５３ｂを挟んで放射線入射面５１ａ、５２ａ側とは反対側
に配置され、ポジトロンに起因して放出された５１１ｋｅＶのエネルギーを有するガンマ
線を検出するシンチレーション検出器ユニット５４ａ、５４ｂとを備えている。
【０００６】
　特許文献２の発明は、放射線検出器を付設するポジトロン放射トモグラフィ（ＰＥＴ）
装置の空間分解能を向上させ、その感度を低下させない放射線検出器を目的とする。
　そのため、この発明では、図２に示すように、６４個のシンチレータ６１が、密着され
て結合されシンチレータ群６２が構成され、各シンチレータ６１には、１対１に対応する
６８個のアバランシェフォトダイオード（ＡＰＤ）６３からなるＡＰＤアレー６４が光学
的に結合されている。シンチレータ群６２に入射したガンマ線は、相互作用により吸収さ
れた位置に応じたシンチレータで発光し、その発光は周囲のシンチレータに拡散され、Ａ
ＰＤアレー６４の各ＡＰＤ６３で光量が検出される。各ＡＰＤ６３で検出され、光／電変
換された検出データは入射位置演算回路６５に与えられ、各検出データに基づき光量分布
の重心を求めてガンマ線の入射位置が求められる。
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－１５９６８２号公報、「核医学装置」
【特許文献２】特開平７－３１１２７０号公報、「放射線検出器」
【０００８】
　ガンマ線と物質の相互作用は、大きく分けて「吸収」、「コンプトン散乱」、「電子対
生成」の過程からなるが、従来のＰＥＴ用の放射線検出器は、体内から放出されたガンマ
線を識別するために「吸収」過程に注目し、ガンマ線の吸収効率の高い物質（例えば、Ｎ
ａＩ、ＢＧＯやＧＳＯの単結晶）をシンチレータに用いていた。
　また、シンチレータで吸収するガンマ線量を向上させるために、被験者に投与する放射
性物質の量を増やさざるを得なかった。そのため、被験者の放射線被ばくが問題となるお
それがあった。
【０００９】
　また、特許文献１は、半導体検出器ユニットとシンチレーション検出器ユニットを積層
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した構成を開示しているが、この装置はＳＰＥＣＴ／ＰＥＴ兼用装置であり、各ユニット
は、ＰＥＴ用とＳＰＥＣＴ用にそれぞれ単独で用いられている。
【００１０】
　また、従来のＰＥＴ用の放射線検出器では、ガンマ線の検出位置精度を高めるために、
特許文献２のように、シンチレータ群の背面にフォトダイオードを密に配列している。し
かし、この構成で検出位置精度を高める（例えば位置精度を１ｍｍ以下にする）ためには
、膨大な量のフォトダイオード又は光電子増幅管を必要としコスト高となるばかりでなく
、積層構造は実現できない問題点があった。
【発明の要約】
【００１１】
　本発明は、上述した問題点を解決するために創案されたものである。すなわち本発明の
第１の目的は、ＳＰＥＣＴやＰＥＴに使用することができ、ガンマ線のエネルギーがシン
チレータに全て付与されないため、これまで使用出来なかった「コンプトン散乱」したガ
ンマ線に関する情報を、エネルギーを合算し再構築することでガンマ線の検出感度を飛躍
的に高め、被検者に投与する放射性物質の量を低減し、放射線被ばく量のおそれを大幅に
低減することができるガンマ線検出器とガンマ線再構築方法を提供することにある。また
、これらの提供により、ガンマ線のエネルギー分布が大きい場合（例えば、環境放射線や
放射線事故等において放出された放射線）でも、その大きなエネルギーを検出して放出さ
れたガンマ線の識別率を高めることができるため、緊急被ばく時の放射線検出器として使
用することが出来る。
　本発明の第２の目的は、低コストでガンマ線の検出位置精度を高めることができるガン
マ線検出器とガンマ線再構築方法を提供することにある。
【００１２】
　本発明によれば、被検体から放出されるエネルギー領域のガンマ線に対して、吸収確率
の高い吸収物質からなる吸収用シンチレータと、
　前記ガンマ線に対して、コンプトン散乱の確率の高いコンプトン散乱物質からなるコン
プトン散乱用シンチレータと、
　前記２種のシンチレータにおいて同時計測したガンマ線のエネルギー吸収量を合算し被
検体から放出されたガンマ線を再構築するエネルギー検出装置を備え、
　前記２種のシンチレータは、前記ガンマ線の全エネルギーを吸収又はコンプトン散乱す
るように、多層に配列されている、ことを特徴とするガンマ線検出器が提供される。
【００１３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、前記吸収用シンチレータとコンプトン散乱用シン
チレータは、同一面内及び積層方向において、交互に又はランダムに配置される。
【００１４】
　前記コンプトン散乱物質は、炭素分子と水素分子からなる質量数の小さい有機材料であ
る。
【００１５】
　また、前記エネルギー検出装置は、吸収用シンチレータと光学的に結合し該吸収用シン
チレータの発光量を検出する吸収発光量検出器と、
　コンプトン散乱用シンチレータと光学的に結合し該コンプトン散乱用シンチレータの発
光量を検出するコンプトン散乱発光量検出器と、
　前記各発光量から同一のガンマ線によるエネルギー量を演算する演算装置とからなる。
【００１６】
　また、前記コンプトン散乱発光量検出器は、コンプトン散乱用シンチレータの所定面に
所定間隔で光学的に配列された複数の光量検出器からなり、
　前記演算装置は、前記複数の光量検出器の光量分布から、ガンマ線の入射位置を演算す
る。
【００１７】
　また、本発明によれば、被検体から放出されるエネルギー領域のガンマ線に対して、吸
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収確率の高い吸収物質からなる吸収用シンチレータと、コンプトン散乱の確率の高いコン
プトン散乱物質からなるコンプトン散乱用シンチレータとを、ガンマ線のエネルギーを吸
収又はコンプトン散乱するように多層に配列し、前記２種のシンチレータにおいて同時計
測したガンマ線のエネルギー吸収量を合算して被検体から放出されたガンマ線を再構築す
る、ことを特徴とするガンマ線再構築方法が提供される。
【００１８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、前記コンプトン散乱用シンチレータの所定面に光
学的に配列された複数の光量検出器を取り付け、該複数の光量検出器の光量分布から、ガ
ンマ線の入射位置を演算する。
【００１９】
　上記本発明の装置及び方法によれば、吸収用シンチレータとコンプトン散乱用シンチレ
ータが、ガンマ線の全エネルギーを吸収又はコンプトン散乱するように、多層に配列され
ているので、被検体から放出されるエネルギー領域のガンマ線をいずれかで、吸収又はコ
ンプトン散乱することができる。
【００２０】
　また、前記２種のシンチレータにおいて同時計測したガンマ線のエネルギー吸収量を合
算してガンマ線を再構築することにより、ＳＰＥＣＴやＰＥＴにおいて、体内から放出さ
れたガンマ線の大部分を検出し識別することができる。
【００２１】
　従って、ＳＰＥＣＴやＰＥＴに使用することができ、ガンマ線の検出感度を飛躍的に高
めることができ、ガンマ線のエネルギー分布が大きい場合でも、その全エネルギーを検出
して体内から放出されたガンマ線の識別率を高めることができる。
【００２２】
　その結果、検出感度が高まり、かつガンマ線の識別率が高まるので、被検者に投与する
放射性物質の量を大幅に低減することができ、放射線被ばく量を大幅に低減することがで
きる。
【００２３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、コンプトン散乱発光量検出器は、コンプトン散乱
用シンチレータの側面に光学的に結合された複数の光量検出器からなる。複数の光量検出
器を用いることで、該複数の光量検出器で得られた光量分布からガンマ線の入射位置を演
算出来る。そのため、従来と比較して大型な（例えば６０ｍｍ×６０ｍｍ）ガンマ線の入
射面を持つシンチレータに対しても、例えば８個の光量検出器で１ｍｍ以下の位置精度を
得ることができる。
【００２４】
　また、ガンマ線再構築法は、放射線物理や医学物理のみならず環境放射線物理等の様々
な分野において用いられる放射線検出器の基礎としての普遍性を持つことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】特許文献１の装置の構成図である。
【図２】特許文献２の装置の構成図である。
【図３Ａ】吸収を示すガンマ線と物質の相互作用を示す図である。
【図３Ｂ】コンプトン散乱を示すガンマ線と物質の相互作用を示す図である。
【図４】本発明のガンマ線検出器の全体構成図である。
【図５Ａ】本発明における吸収の過程を示す図である。
【図５Ｂ】本発明におけるコンプトン散乱の過程を示す図である。
【図６】多層に配列した本発明のガンマ線検出器の概要図である。
【図７】図６の検出器の応用例を示す図である。
【図８Ａ】蛍光板で発生した光の伝搬の様子を示す図である。
【図８Ｂ】蛍光板で発生した光の伝搬の様子を示す別の図である。
【図９Ａ】ガンマ線の反応確率を示す図である。
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【図９Ｂ】ガンマ線の反応確率を示す別の図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の好ましい実施形態を図面を参照して説明する。なお各図において、共通
する部分には同一の符号を付し、重複した説明は省略する。
【００２７】
　近年、腫瘍代謝に関する治療・診断・予防の研究が次々と進められている。これらでは
、組織エネルギー代謝の評価に陽電子標識薬剤（Ｃ１１－メチオニン、ＦＤＧ）を取り組
む試みが盛んに行われている。このような研究および検査では、陽電子標識薬剤が放射性
物質であるため、被検者の精神的な負担を最小限に抑え、迅速かつ適切に判断できる放射
線検出器が重要になる。また普及に伴い、被検者の放射線被ばくの増加を如何に抑えるか
が問題になる。
【００２８】
（ガンマ線と物質の相互作用）
　図３Ａと図３Ｂは、医療用検出器を開発する上で重要なガンマ線と物質の相互作用を示
す図である。図３Ａは、ガンマ線の吸収を示しており、ガンマ線１は、物質２中で電子と
衝突し全てのエネルギーを付与する。図３Ｂは、ガンマ線のコンプトン散乱を示しており
、ガンマ線１は、物質３中で電子４と衝突し、一部のエネルギーを付与する。
【００２９】
　ガンマ線と物質の相互作用は、大きく分けて「吸収」、「コンプトン散乱」、「電子対
生成」の過程からなる。陽電子放射線断層撮影装置（ＰＥＴ）の薬剤から放出されるガン
マ線のエネルギーを考慮すると、医療用放射線検出器を開発する上で重要になる過程は図
３Ａと図３Ｂに示した「吸収」と「コンプトン散乱」であり、「電子対生成」の過程は無
視できる。
　これまでに開発されてきたＳＰＥＣＴ、ＰＥＴでは、全て「吸収」の過程に注目した放
射線検出器を用いている。物質（シンチレータ）でガンマ線１のエネルギー全てが付与さ
れない「コンプトン散乱」の過程（図３Ｂ）では、物質３で検出されたガンマ線のエネル
ギーが、体内から放出されるガンマ線より低くなる。そのため、検出されたガンマ線が真
に体内から放出されたガンマ線かどうか識別できないために、従来はコンプトン散乱はバ
ックグランド源として扱われてきた。
　しかし、人体から放出されるガンマ線１のエネルギー（～１ＭｅＶ領域）で、最も優勢
な過程は「コンプトン散乱」である（後述するように反応確率が「吸収」より１桁以上多
い）。
【００３０】
　本発明では、これまでの放射線検出器でバックグランド源として扱われてきたこの「コ
ンプトン散乱」に着眼し、コンプトン散乱に関する情報を最大限利用して、検出効率を大
幅に高めるものである。
　以下、本発明の放射線検出器を「ガンマ線検出器」と呼び、本発明の検出方法を「ガン
マ線再構築方法」と呼ぶ。
【００３１】
　図４は、本発明のガンマ線検出器の全体構成図である。
この図において、本発明のガンマ線検出器１０は、吸収用シンチレータ１２、コンプトン
散乱用シンチレータ１４、及びエネルギー検出装置１６を備える。
【００３２】
　吸収用シンチレータ１２は、被検体（例えば人又は動物の体内）から放出されるエネル
ギー領域のガンマ線１に対して、吸収確率の高い吸収物質からなる。このエネルギー領域
は、例えば約１ＭｅＶである。
　ガンマ線１に対して吸収確率の高い吸収物質は、好ましくは無機材料であり、例えばＮ
ａＩ（ヨウ化ナトリウム）である。後述する図９Ａにおいて、ＮａＩの１ＭｅＶのガンマ
線に対する反応確率は、約３．４×１０－３である。
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【００３３】
　コンプトン散乱用シンチレータ１４は、被検体から放出されるエネルギー領域のガンマ
線１に対して、コンプトン散乱の確率の高いコンプトン散乱物質からなる。
コンプトン散乱の確率の高いコンプトン散乱物質は、好ましくは有機材料であり、特に炭
素分子と水素分子からなる質量数の小さい有機材料であるのが好ましい。かかる有機材料
のシンチレータとして、プラスチックシンチレータやｐ－ｔｅｒｐｈｅｎｙｌが該当する
。後述する図９Ｂにおいて、プラスチックシンチレータの１ＭｅＶのガンマ線に対する反
応確率は、約６．７×１０－２である。
【００３４】
　上述した２種のシンチレータ１２，１４は、ガンマ線１の全エネルギーを吸収又はコン
プトン散乱するように、多層（例えば３層）に配列されている。この配列は、後述するよ
うに吸収用シンチレータ１２とコンプトン散乱用シンチレータ１４が、同一面内及び積層
方向において、交互に又はランダムに配置されるのがよい。
【００３５】
　図４では、被検体から放出されたガンマ線１がコンプトン散乱用シンチレータ１４内で
相互作用し、その一部のエネルギーが吸収され、残りのコンプトン散乱したエネルギーが
吸収用シンチレータ１２内で吸収される場合を示すが、両シンチレータでの吸収は計測上
同時に起こるのでエネルギー検出装置１６で同時計測される。エネルギー検出装置１６は
この同時計測したガンマ線１のエネルギー吸収量を合算してガンマ線再構築する機能を有
する。
　この図において、エネルギー検出装置１６は、吸収発光量検出器１７、コンプトン散乱
発光量検出器１８、及び演算装置２０からなる。
【００３６】
　吸収発光量検出器１７は、吸収用シンチレータ１２でのガンマ線１のエネルギー吸収に
よる発光を受光するようにその側面に取り付けられ（光学的に結合され）、吸収用シンチ
レータ１２の発光量を検出する。この例においては、一つの吸収発光量検出器１７で全体
の発光量を検出するように構成されているが、複数の光量検出器で構成してもよい。
【００３７】
　コンプトン散乱発光量検出器１８は、コンプトン散乱用シンチレータ１４の１又は２以
上の側面に光学的に結合するように取り付けられ、コンプトン散乱用シンチレータ１４の
ガンマ線１のエネルギー吸収による発光量を検出する。この例において、コンプトン散乱
発光量検出器１８は、コンプトン散乱用シンチレータ１４の１側面（この図で下面）に一
定の間隔で配列された複数（この図で８つ）の光量検出器１８ａからなる。コンプトン散
乱発光量検出器１８および吸収発光量検出器１７は、例えば、光電子増倍管や複数のセル
で構成されるマルチアノード光電子増倍管や半導体検出器である。
【００３８】
　演算装置２０は、例えばコンピュータであり、吸収発光量検出器１７とコンプトン散乱
発光量検出器１８の各発光量が入力されるが、複数の入力が同時に発生した場合それらの
発光が同一のガンマ線１によるとみなし、各発光量から総エネルギー量をもとめる再構築
演算を行う。
　なお、被検者に投与した放射性物質からのガンマ線１の発生頻度を低く抑えることによ
り、異なる位置から同時に発生するガンマ線１を大幅に抑制することができる。従って、
同一のガンマ線１であるか否かは、同時に検出された２以上の検出器１７，１８の各発光
が、同一のガンマ線１によるものとして判断することができる。
また、この例において、演算装置２０は、複数の光量検出器１８ａの検出光量から、ガン
マ線１の入射位置を演算するようになっている。この演算手段は後述する。
【００３９】
　すなわち、上述した本発明のガンマ線検出器１０の構成では、複数の蛍光板（シンチレ
ータ１２，１４）を用いることにより、同時計測された相互作用がある蛍光板（例えばコ
ンプトン散乱用シンチレータ１４）で散乱されたコンプトン電子のエネルギーと散乱ガン
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マ線のエネルギーを足し合わせることにより、元のガンマ線１のエネルギーを再構築する
。この再構築により、一旦各シンチレータに分散されたガンマ線１のエネルギーが合算さ
れるので、ガンマ線の検出数が加算され、検出効率の向上となる。
【００４０】
　図５Ａは、本発明における吸収の過程を示す図であり、図５Ｂは、本発明におけるコン
プトン散乱の過程を示す図である。
図５Ａに示すように、ガンマ線１が吸収用シンチレータ１２に入射しここで吸収された場
合には、その検出エネルギーが元のガンマ線１のエネルギーと一致し、体内から放出され
たガンマ線１であることを確認することができる。
また、図５Ｂに示すように、ガンマ線１がコンプトン散乱用シンチレータ１４でコンプト
ン散乱し、次いで吸収用シンチレータ１２に入射しここで吸収されたことが同時計測され
た場合には、両方のエネルギーを足し合わせることにより、元のガンマ線１のエネルギー
を再構築することができる。
　同様に、２回以上のコンプトン散乱が生じる場合でも、散乱されたコンプトン電子のエ
ネルギーと吸収されたガンマ線のエネルギーを足し合わせてガンマ線１のエネルギーを再
構築するので、ガンマ線の検出数が加算され、検出効率の向上となる。
【００４１】
（ガンマ線再構築方法を用いたガンマ線検出器）
　図６は、多層に配列した本発明のガンマ線検出器の概要図である。この図において、ガ
ンマ線１は下方から入射し、本発明のガンマ線検出器を構成する２種のシンチレータはガ
ンマ線１に対して厚さ方向に３層に配置されている。多層に配列するほどガンマ線とシン
チレータの相互作用の確率が高くなるため、再構築できるガンマ線の検出数が増え、検出
効率の向上となる。
【００４２】
　また、この例において、各シンチレータは、完全な直方体ではなく、厚さ方向の断面に
おいて平行四辺形に構成されているのがより好ましい。この平行四辺形の底辺に対する角
度は、９０°未満６０°以上の範囲で、コンプトン散乱されたガンマ線１が、隣接する別
のシンチレータ内で吸収される距離ができるだけ長くなるように設定するのがよい。
【００４３】
　図６では上述した２種のシンチレータ１２，１４（以下、単に「蛍光板」という）を交
互に簾状に配置する。簾状配置の連結手段は、周知技術による。複数の蛍光板を足し合わ
せることによりガンマ線１を検出する。図中には、通常の吸収過程と１回、２回のコンプ
トン散乱の過程を示している。
　これまで質量数が小さな分子で構成される蛍光板（プラスチックシンチレータやｐ－ｔ
ｅｒｐｈｅｎｙｌなどの有機シンチレータ）は、ガンマ線の吸収に対する感度が低くコン
プトン散乱に対する感度が優勢であるために、従来は医療用放射線検出器として扱われて
こなかった。
しかし、このコンプトン散乱に対する感度は、ＰＥＴ用検出器でよく使われる無機シンチ
レータ（ＢＧＯシンチレータやＧＳＯシンチレータ）におけるガンマ線の吸収感度より１
桁以上高い（後述する図９Ａ，図９Ｂの例で、約３．４×１０－３に対し約６．７×１０
－２）。
　そこで、本発明では、ガンマ線の吸収感度に依る検出器の感度向上を目指すだけではな
く、吸収とコンプトン散乱に対する両感度を活かすため、複種（有機、無機）の蛍光板を
幾何学的に配置した簾状配置の検出器とした。
【００４４】
　なお、図５Ｂにおいて、ガンマ線はまずコンプトン散乱用シンチレータ１４でそのエネ
ルギーの一部を付与するため、次の吸収用シンチレータ１２において吸収されやすくなっ
ている。これはシンチレータでのガンマ線吸収率がエネルギーに依存するためである。し
たがって、吸収用シンチレータ１２のみを多層に設けた場合より、本発明のようにコンプ
トン散乱用シンチレータ１４を混在させた方が、元のガンマ線１のエネルギーに近いエネ
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ルギーを検出することができる。
【００４５】
　図７は、図６のガンマ線検出器の応用例として医療用検出器を示す。この図において、
５は被検物（例えば人体頭部）である。本発明のガンマ線検出器１０は、簾状（例えば、
４層）に構築した検出器であるために人体５を覆う球面配置にも柔軟に対応できる。
　また、プラスチックシンチレータやｐ－ｔｅｒｐｈｅｎｙｌからなる有機材料で構成さ
れたシンチレータ（有機シンチレータ）は、加工が容易であり安価であるので、従来のＮ
ａＩの結晶に比較して、実用に向けた検出器の大型化と低投資による量産化が可能になる
。医療用検出器の開発は、技術的なブレイクスルーとなり波及効果も大きい。またガンマ
線再構築方法は、放射線物理や医学物理のみならず素粒子物理や環境放射線物理等の様々
な分野において放射線計測の基礎としての普遍性を持つ。
【００４６】
（蛍光位置演算方法）
　シンチレータの蛍光源を算出する方法として、従来から特許文献２に開示されている重
心法が使われている。この重心法とは、蛍光板の左右に設置した検出器（例えば、光電子
増倍管）で得られた光量の比から重心を求め位置を算出する方法である。しかし、この方
法は、光源の“相対位置“（左右の検出器のどちら側で蛍光したのか）しか求めることが
できない。
　この従来方法と異なり、直接光源の絶対位置を算出する新たらしい分析法（以下、「蛍
光位置演算方法」という）を以下に述べる。これは、炭素や水素のような質量数が小さな
分子で構成される有機シンチレータ（例えば、プラスチックシンチレータやｐ－ｔｅｒｐ
ｈｅｎｙｌ）を使うと、質量数が小さいのでより性能が発揮される。
【００４７】
　有機シンチレータは質量数が小さいため、伝搬中における光の吸収が非常に小さくなり
、シンチレータの側面から得られる光量の分布が、蛍光時に放出された光の立体角で記述
ができる。質量数の大きな無機シンチレータの場合に対しては、伝搬中での光の吸収やシ
ンチレータ中の密度分布による影響の要素も考慮する必要があるため、ここでは、有機シ
ンチレータの場合を説明する。
【００４８】
　図８Ａと図８Ｂは、蛍光板（コンプトン散乱用シンチレータ１４）で発生した光の伝搬
の様子を示す図である。図８Ａに示すように蛍光板で放出された光は、全方向に放出され
る。また図８Ｂに示すように、放出された光は、全反射を繰り返しながら側面（この図で
下面）に到達する。
【００４９】
　本発明では、光量分布を得るために、シンチレータ１４の側面（図で下面）に所定の間
隔で配列された複数の光量検出器（例えば、光電子増倍管や複数のセルで構成されるマル
チアノード光電子増倍管や半導体検出器）を設ける。
　図８Ｂではシンチレータ１４の側面に密接して複数の光量検出器１８ａを一定の間隔で
配列しているが、複数の光量検出器１８ａは、例えば光ファイバーを光学的に介して離れ
た位置に配列してもよい。ここで、ｉは検出器の番号を示す。ｘｉは光源からｉ番目の検
出器までのｘ軸に対する距離、ｙは光源から検出器の配置された側面までの距離を示す。
【００５０】
　ある側面に配置された半径ｒの受光面積を持つ光量検出器１８ａ（距離間隔ｄで、検出
器がｉ＝１，８まである場合）を光源から見た立体角Ωｉは、数１の式（１）で表すこと
ができる。
　ここで重要なのは、同じ面に配置されている検出器の立体角において、ｙは検出器の場
所（ｉ＝１，８）に依存することなく同じである。またｘｉは、光源から検出器（ｉ＝１
）までの距離ｘ１と検出器間の距離ｄを用いることにより式（２）のように表すことがで
きる。
【００５１】
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　質量数が小さい有機シンチレータの場合、検出器（ｉ）で測定できる光量Ｐｉは、立体
角で記述できるので、式（３）のように表すことができる。ここでＡは、比例係数である
。
　式（１）、（２）、（３）をまとめると、側面で得られる光量分布は、３つの変数（Ａ
，ｘ１，ｙ）を用いて式（４）で表すことができる。
この式（４）を、実際に検出器（ｉ＝１，８）で得られた光量分布Ｐｉに対してフィッテ
ングすることにより、蛍光の絶対位置（ｘ１，ｙ）を求めることが可能になる。
【００５２】
【数１】

【００５３】
　上述した蛍光位置演算方法では、検出器の検出幅に関係なく検出精度を高めることがで
きるので、コンプトン散乱用シンチレータのガンマ線入射面を従来と比較して大型化（例
えば６０ｍｍ×６０ｍｍ）しても、１０個未満（例えば８個）の光量検出器で１ｍｍ以下
の位置精度を得ることができる。
【００５４】
　複数のシンチレータにおいて、発光位置をそれぞれ検出することができると、得られた
発光位置を線で結ぶことにより、ガンマ線の飛来方向を３次元で確定することが出来る。
これにより、体内で起きた陽電子の崩壊位置、例えば癌の位置を知ることが可能となる。
【００５５】
（検出感度に関して）
　図９Ａと図９Ｂはガンマ線との反応確率を示す図である。各図において横軸は体内から
放出されるガンマ線のエネルギー、縦軸は単位密度あたりの反応確率を示している。
　図９Ａは現在、放射線検出器で最もよく使われている蛍光板のヨウ化ナトリウム（Ｎａ
Ｉ）、図９Ｂは、プラスチックシンチレータである。太線は、全相互作用の和、破線は吸
収過程、細線はコンプトン散乱の過程を示している。
【００５６】
　上述したガンマ線再構築法を用いて見込まれる検出感度の向上率を示す。ここでは、放
射線検出器としてよく使われるヨウ化ナトリウム（ＮａＩ）と、有機シンチレータとして
プラスチックシンチレータで比較を行う。
　人体から放出されるエネルギー領域（～１ＭｅＶ）では、吸収過程を使うヨウ化ナトリ
ウムの反応確率はＡ点である。コンプトン散乱を使うプラスチックシンチレータの反応確
率はＢ点である。理想的な検出器であれば、約２０倍の感度向上が見込まれる。同じよう
に他の無機シンチレータ（ＢＧＯやＧＳＯ等）と比較した場合でも５から１０倍程度感度
向上は見込まれる。
【００５７】
　上述した本発明の装置及び方法によれば、吸収用シンチレータ１２とコンプトン散乱用
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シンチレータ１４が、ガンマ線１の全エネルギーを吸収又はコンプトン散乱するように、
多層に配列されているので、被検体から放出されるエネルギー領域のガンマ線１をいずれ
かで、吸収又はコンプトン散乱することができる。
【００５８】
　また、前記２種のシンチレータ１２，１４におけるガンマ線１のエネルギー吸収量を合
算して検出することにより、ＳＰＥＣＴやＰＥＴにおいて、体内から放出されたガンマ線
１の大部分を検出し識別することができる。
【００５９】
　従って、ＳＰＥＣＴやＰＥＴに使用することができ、ガンマ線１の検出感度を飛躍的に
高めることができる。また、ガンマ線１のエネルギー分布が大きい場合（環境放射線や放
射線事故において放出された放射線）でも、その全エネルギーを検出することで、放出さ
れたガンマ線の識別率を高めることができる。
【００６０】
　それらの結果、検出感度が高まり、かつガンマ線の識別率が高まるので、被検者に投与
する放射性物質の量を大幅に低減することができ、放射線被ばく量を大幅に低減すること
ができる。
【００６１】
　上述したように、本発明の装置及び方法により、病の早期診断を実現するための医療用
放射線検出器を超高解像度で実現し、画像診断技術を向上させ、人体から放出される放射
線の計測時間短縮と人体への薬剤投与量の削減（低被ばく）を可能にすることができる。
【００６２】
　なお、本発明は上述した実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種
々変更できることは勿論である。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】
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【図７】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】
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